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資料３ 



新しい地域支援事業の全体像（生駒市版）（案） 
 
 
 

  

一般高齢者 要 支 援 者 介護予防・生活支援サービス事業対象者 

市町村・地域包括支援センターがケアマネジメントを実施 

訪問看護、デイケア、福祉用具、住宅改修 

等   ＊全国一律の人員基準、運営基準 

＊訪問介護、通所介護は総合事業へ 

新・総合事業（介護予防・生活支援サービス事業） 

【通所型】 

○集中介入期：パワーアップ教室（幸楽） 

○移行期：パワーアップ教室（きらめき・延寿）、転倒予防教室、膝・腰痛予防教室、尿失禁教室 

○維持期：（現行のデイサービス） 

○生活期：サロン、わくわく教室、地域型体操教室、公民館型体操教室、ひまわりの集い、 

脳の若返り教室、認知症カフェ 

【訪問型・生活支援サービス】 

○シルバー人材、生活支援ボランティア、（現行のヘルパー派遣）、配食サービス 

 

一般介護予防 （再掲）生活期：サロン、わくわく教室、地域型体操教室、公民館型体操教室、ひまわりの集い、脳の若返り教室、街角デイハウス 他 

生活管理指導員派遣事業、介護予防教室、介護出前講座、特定健康診査、がん検診、心の健康づくり（相談事業）、男性のための料理教室 
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